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【業務を全額出資子会社に譲渡する場合】

　当社は、令和○○○年○月○○○日をもって仮想通貨交換業の全部を全額出資子会社の株式会社○○○○○○（本店所在地東京都○○区○○町○○番○○号代表取締役○○　○○）に譲渡し、当社の仮想通貨交換業を廃止することといたしました。
　以上、同法同条第三項の規定により、公告いたします。
　令和○○年○○月○○○日　（※①）
　　○○県○○市○○○○町○○番地
　　　　　　　　　　株式会社○○○○○○○
　　　　　　　　　　代表取締役　○○　○○


（※①）掲載日は、原稿をいただいた後、掲載可能な日をご連絡いたします。
・掲載希望日がある場合はご連絡ください。

関連条文
　資金決済に関する法律第六十三条の二十第三項
　内閣府令第七号（仮想通貨交換業者に関する内閣府令）第三十二条第三項
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